
タンザニア投資センター（TIC）

タンザニア本土の投資機会

TICはタンザニアへの投資を調整、促進、円滑に進めるための政府主要機関です。

TICはタンザニアでのビジネスに関心を持つ投資家がスピーディに関連サービスを行えるワンスト
ップ窓口です。TICが提供するサービスは以下の通りです：

タンザニア本土の投資機会は以下の分野に分けられます：農業＆畜産業、観光、製
造、商業施設、運輸、放送および通信、天然資源、金融機関、エネルギー、人材開発、

経済・インフラ

投資規模

労働安全衛生庁（OSHA）タンザニア標準局
(TBS)

 営業登録・実施許諾
（BRELA）

タンザニア歳入庁
(TRA)

土地・人間居住開
発省関連サービス

国民ID庁
（NIDA）

国家環境管理評議会
（NEMC）

タンザニア医薬品
・医療機器庁
（TMDA）

タンザニア電力供給公社
（TANESCO）

入国管理局関連サービス

労働関連サービス

通常投資：
海外投資家
USD500,000
現地投資家
USD 50,000

戦略的投資：
海外投資家
USD 50,000,000;
現地投資家
USD20,000,000

特別戦略的投資：
USD 300,000,000



投資インセンティブ制度
タンザニアへ投資する投資家に対しては、財政的および非財政的な優遇措置がありま

す。インセンティブは以下の通りです。

その他の非財政的インセンティブ

在留資格の割り当て：
プロジェクト実施開始時は海外
駐在者10名。10件の雇用創出に
つき1名追加。

TICインセンティブ証明書の申請手続き

詳細は下記にてご確認ください
https://onestopshop.tic.go.tz Website: www.tic.go.tz

通貨に関わらず無条件で資金の移動可（資金
回帰）�非営利、海外融資の返済、ロイヤルティ
、海外技術の使用料、収益の送金、給与支払

減価償却引当金(37.5% - 5%)

自動車、トラクター、漁船、船外機
の組立は初年度より5年間連続 
法人税率10%

医薬品、繊維製品、革製品の製造は
初年度より5年間連続 法人税率20%

みなし資本財の税控除
－輸入税75%控除

資本控除　農業（100%）, 鉱業－最初5年
（20%）、ホテル（50%）、養殖業（50%）、
観光サービス（50%）

プロジェクト資本財の免税
a.資本財の輸入税免除
b. 原材料の輸入税免除

プロジェクトの事業計画
・実現可能性調査

基本定款、通常定款記入済みTIC申請フォーム

会社存在証明書

上記添付書類
のカバーレター

プロジェクト実
施資金の証明

申請費用$1,100の支払証明
（TICレシート）およびインセ
ンティブ証明書

TICにプロジェクト
登録をする会社取締
役会決議

プロジェクト実施地の土地所
有証明（プロジェクトによって
は最低3年間の賃貸契約証明
もしくは認証済の権利書写し）


